
 



 

 



 北中学校に入学されるみなさんのご入学を心待ちにしています。４月の入学の日まで健康に

気を付け、中学生になる準備をしっかり行ってください。みなさんの不安な気持ちが少しでも

和らぐよう、中学校の生活をまとめてみました。しっかり読んでおいてください。 

 

１ 学校の教育目標 

『自ら学び、心豊かでたくましい生徒の育成』 

２ 生徒像 

『まじめに』 → 責任を重んじる生徒 

『元気に』  → 心身ともにたくましい生徒 

『根気よく』 → ねばり強く努力する生徒 

３ 校 時（令和６年度） 

普 通 校 時  短 縮 校 時 

８:００ ～ ８:１５ 朝読書  ８:００ ～ ８:１５ 朝読書 

８:１５ ～ ８:２５ 朝の会  ８:１０ ～ ８:２０ 朝の会 

８:４０ ～ ９:３０ １校時  ８:２５ ～ ８:３５ 清 掃 

 ９:４０ ～ １０:３０ ２校時  ９:４５ ～ ９:３０ １校時 

１０:４０ ～ １１:３０ ３校時   ９:４０ ～ １０:２５ ２校時 

１１:４０ ～ １２:３０ ４校時  １０:３５ ～ １１:２０ ３校時 

１２:４０ ～ １３:０５ 昼 食  １１:３０ ～ １２:１５ ４校時 

１３:０５ ～ １３:３０ 昼休み  １２:２０ ～ １２:３０ 帰りの会 

１３:３０ ～ １４:２０ ５校時  １２:４０ ～ １３:０５ 昼食 

１４:３０ ～ １５:２０ ６校時  １３:０５ ～ １３:３０ 昼休み 

１５:２５ ～ １５:３５ 清 掃  １３:３０ ～ １４:１５ ５校時 

１５:４５ ～ １６:００ 帰りの会  １４:２５ ～ １５:１０ ６校時 

１６:１０ ～ 部活動  １５:１５ ～ 部活動 

 

４ 一週間の授業（令和６年度 １年生の予定） 

 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 英語 道徳 特活 総合 

4 月～7

月 
4 3 4 3 2 2 3 2 4 1 1 0 

9 月～ 

3 月 
4 3 4 3 1 1 3 2 4 1 1 2 

年間の時

数 
140 105 140 105 45 45 105 70 140 35 35 50 

 〇 英語の授業が週に 4 時間あります。 

 〇 家庭科が技術・家庭科になります。 

 〇 体育が保健体育になります。 

 

 

５ 主な学校行事（令和６年度） 



４月 
入学式 北斗会（ＰＴＡ）総会 家庭訪問 市長旗・杯大会 交通安全教室（１年） 

生徒会入会式 自転車点検 避難訓練 

５月 遠足 マナー講座（２年） ふるさと学習事前研修会（１年） ひらめ稚魚放流（３年） 

６月 市総体 生徒総会 校内弁論大会 期末テスト  

７月 
花いっぱい運動 自然の家（１年） 市内弁論大会 職場体験学習①（２年）  

車椅子体験（３年） 保護者懇談会 資源回収 リーダー研修会 県総体 

８月 四国総体 職場体験学習②（２年） 吹奏楽コンクール 親子奉仕作業 資源回収 

９月 避難訓練 休み明けテスト 体育大会 市新人戦 

１０月 中間テスト 高校説明会（３年） 修学旅行（２年） 自然の家（１年）  

１１月 市駅伝 県新人戦 市音楽発表会 県駅伝 期末テスト 文化活動発表会（合唱含む） 

１２月 
生徒会役員選挙 人権・同和教育基礎研修 花いっぱい運動 自転車点検 避難訓練 

資源回収 

１月 学年末テスト（３年）実力テスト（１，２年） 

２月 
少年式（２年） 働く人に学ぶ会（１年） 学年末テスト（１，２年） 新入生説明会 

県内私立高校入試 進路懇談会（３年） 

３月 県立高校入試 卒業証書授与式 保護者懇談会（１，２年） 資源回収 修了式 

  〇 資源回収（年４回） 〇避難訓練（年３回） 〇 自転車点検（学期に１回程度） 

６ 中学校生活の特色 

 ⑴ 教科によって授業を担当する先生が変わります。 

 ⑵ １時間の授業は５０分です。 

 ⑶ 小学校の外国語の授業が「英語」となります。 

 ⑷ 生徒会役員を中心に自主的・自発的に生徒会活動を進めています。 

 ⑸ 部活動が始まります。 

 

７ 生徒会 

 〇 中学校に入学すると「北中生徒会」に入ります。生徒会とは、生徒会長をはじめとする生徒会役員、

各クラスにいる学級委員、常任委員が中心となって、北中学校を自分たちの手で良くしていこうとする

組織です。 

 

 

 

令和６年度生徒会テーマ 『 勝覇笑美戦  ～やめられない戦い、止まらない僕らの青春～』 

 

                           －全校生徒が参加  

 

                         －生徒会役員、学級委員が参加 

 

 

 

 

 

 

☆ 学校行事等、学校の運営に関わることは、『生徒総会』で話し合い、学校に提案します。 

☆ 日常の問題については、常任委員会・生徒協議会で協議し、改善に向けて進めていきます。 

 【生徒会の主な実績】 

北中生徒会 

役員（会長 副会長 書記 常任委員長） 

生 徒 総 会 

学級 

委員会 

環境 

委員会 

情報 

委員会 

厚生 

委員会 

保体 

委員会 

生活 

委員会 

人権 

委員会 

生徒協議会 

常任委員長 各学級常任委員が参加 

 



・ 生徒総会  

・ 体育大会の企画・運営 

・ 文化活動発表会 ＆ ゲーム大会の企画・運営 

・ 花いっぱい運動、地域美化活動、校区文化祭の企画・運営 

 

 【生徒会申し合わせ事項について】 

 次の『学校生活のきまり』に基づいて話し合われ、決定しています。 

 

学校生活のきまり【校則】 

１ 学校生活 

 ⑴ 始業時間は、８：００とする。 

 ⑵ 通学は徒歩を原則とする。自転車による通学は別に定める。 

 ⑶ 登校後は、無断外出をしない。 

 ⑷ 事故防止のため、学校が指定する危険個所（屋上、ベランダ等）には原則として立ち入らな 

い。 

 ⑸ 部活動は、本校教育活動の一環として実施し、詳細については別に定める。 

 

２ 服装、持ち物等 

  清潔で端正な服装を心掛け、中学生らしさを保つように努める。 

 ⑴ 制服 

  ア 男子  学生服（上着、ズボンとも標準型、標準マーク付き） 

         白カッターシャツ、白ポロシャツ、開襟シャツ（夏場のみ） 

   イ 女子  冬用セーラー服（学校指定）、白ネクタイ 

         夏用セーラー服、スカート（学校指定） 

 ⑵ 体操服 

    学校指定の体操服とする。 

 ⑶ 靴・靴下 

   ア 靴は、全白地、運動に適した運動靴とする。（デッキシューズ、テニスシューズは不可） 

   イ 靴下は、白・黒・紺色の単色の靴下を着用しましょう。長さはくるぶしが隠れる長さ 

から膝までの長さにしましょう。（ワンポイントは可）原則として全白地にする。 

 ⑷ 頭髪 

    頭髪は、学習・運動に適し、清潔な髪形とする。 

 ⑸ 持ち物 

  ア カバン、ナップサック、スポーツバッグ、上履き（体育館シューズ）は学校指定とする。 

  イ 学校生活に不必要な物・金銭は持ってきてはいけない。 

３ その他 

 ⑴ このきまりは原則を示すものであり、細則については、「生徒会申し合わせ事項」等で規定する。 

 ⑵ このきまりの改正については、生徒会、教職員、保護者の三者による合意の下、校長の承認を 

得なければならない。 

  ⑶ このきまりの改正についての意見や要望は、生徒会や北斗会役員会等を通して行う。 

                    

【附則】令和６年３月３日にこの規定を確認した。 

 

生徒会申し合わせ事項 



項目 男子 女子 

服 
 

 
 

 
 

 

装 

【男女共通】 

〇 中学生らしい清潔な服装にしましょう。 

〇 服装は故意に加工しないようにしましょう。 

〇 学年で指定された色の名札をつけましょう。（朝の会から帰りの会まで） 

〇 靴下は白・黒・紺色で単色の靴下を着用しましょう。くるぶしが隠れる長さから膝までの

長さにしましょう。（ワンポイントは可） 

 【ワンポイントの基準】 ・指三本横にした大きさまでであること。 

             ・片足に左右 2 個あるものまではよい。 

             ・どの方向にワンポイントがあってもよい。 

             ・つま先やかかとに色がついていないもの。 

             ・線が入っていないもの。 

〇 寒い時期、タイツやストッキングをはいてもかまいません。（黒、ベージュの無地） 

〇 寒いときは、シャツの上、セーラー服の下に、セーター又はトレーナーを着てもかまいま

せん。（白、黒、茶、灰、紺で地味なもの） 

〇 登校時に限り、手袋やマフラーをしてもかまいません。また、部活動でそろえているウイ

ンドブレーカーを着用してもかまいません。部活動に入っていない生徒や部活動でそろえ

ていない生徒は華美ではないウインドブレーカーにしましょう。（期間は指定する。） 

〇 学校指定のカバン・ナップサック・スポーツバックを使用し、不要なものは付けないよう

にしましょう。また、落書きなど故意に加工しないようにしましょう。部活動で使用するバ

ックやラケットケースも同様にしましょう。（お守りは付けてもよい） 

〇 ボタンをつけましょう。（袖は２個、北中

指定のもの） 

〇 ベルトは中学生らしい黒・紺・茶で柄な

しのものにしましょう。 

〇 袖、首もとからセーラーの下に着用した

ものが見えないようにしましょう。 

〇 ネクタイを故意に短くしたり、折りたた

んだりしないようにしましょう。 

〇 上着を故意に短くしないようにしましょ

う。 

〇 スカートの長さは膝が隠れる程度にしま

しょう。 

頭 
 

髪 

【男女共通】 

〇 学習・運動の妨げにならない中学生らしい清潔な髪形にしましょう。 

〇 頭髪や眉は故意に加工しないようにしましょう。（脱色、染色、整髪料の使用を含む）見

るからに眉毛を薄くしたり、眉の太さを変えたりしないようにしましょう。 

 

〇 前髪は眉までの長さとしましょう。 

〇 正しい姿勢のとき、髪が襟にかからない

ように刈り上げましょう。横髪は耳に指一

本分より長くならないようにしましょう。 

〇 前髪は眉までの長さとしましょう。前髪

が長くなったら、ヘアピンまたはパッチン

止めで横に留めるか、前髪を上げて留めま

しょう。ヘアピンまたはパッチン止めの色

はゴムの色に準ずる。 

〇 肩より長い髪は編むかゴムを使い、後頭

部でまとめましょう。（黒、紺、茶のゴム） 

〇 髪飾りはつけないようにする。 



そ
の
他 

〇 テスト週間に入ったら授業で使う道具は、持ち帰りましょう。 

〇 通学や学校の教育活動のとき、自転車を使用する場合はヘルメットをかぶりましょう。 

〇 登下校時にコンビニ等や自動販売機で物を買い、飲食はやめましょう。 

〇 この申し合わせ事項の改正についての意見や要望は、生徒協議会や生徒総会を通して行

います。 

 令和７年１月２０日 見直し 

この申し合わせ事項の改定についての意見や要望は、生徒協議会や生徒総会で行われており、生徒の総意

として決められています。この申し合わせ事項の遵守に向けて、生徒会、常任委員会が活動しています。 

 

（その他） 

〇 余分なお金や不要物を学校に持ってこない。 

 ※不要物とは（携帯電話 スマートフォン 漫画 雑誌 お菓子 ジュース 必要以上のお金） 

 ※持ってきた場合、指導後、直接、保護者に返却。 

〇 男子の夏のカッターシャツは第一ボタンのみ外してもよい。 

〇 １階の教職員トイレは使用しない。（健康上の理由がある場合は除く。） 

〇 正門より登下校する。自転車通学生は東門より登校する。（西門の出入りは特別な場合を除き禁止） 

 

８ 自転車通学について 

 「原則、徒歩通学ですが、北中学校では希望する者に自転車通学を認めています。」 

 ⑴ 許可の範囲・・・距離等での許可範囲は設けていない。希望した者で交通ルール、交通マナーを守り、

⑵以降のきまりを遵守することができる者に許可する。 

 

⑵ 年度当初、所定の手続きをした上で、学校長の許可を得ること。 

 

 ⑶ 自転車損害保険に加入すること。 

※ 愛媛県では自転車を利用する者は、自転車損害保険への加入が義務化されています。 

 

 ⑷ ヘルメットを着用すること。 

※ ヘルメットは自転車通学生だけでなく、部活動や学校行事で自転車に乗るときに必要。 

  ※ 愛媛県では、自転車利用者を対象としてヘルメットの着用は努力義務。 

 

 ⑸ 自転車の形式について 

  ① 安全を第一に考え、自分の体に合い、整備された自転車であること。 

  ② 中学生が通学に使用する自転車として、実用的で高価でないものにすること。 

  ③ 購入したときの状態のものであること。（一切改造していないもの） 

 

 ⑹ 自転車の整備について 

  ・ハンドル    ドロップハンドル、アップハンドルは禁止。上向きに改造しない。 

  ・スタンド    両足スタンドとする。 

  ・か  ご    前かごをつける。横かごは禁止。 

  ・反射板 ライト 必ずつける。 

  ・ベ  ル    必ず鳴るものがついていること。 

  ・ブレーキ    前後ともに効くこと 

  ・その他     不必要なものは付けないこと。サドルに座って両足がつくこと。色は自由。 

 



 ⑺ 許可の取り消し 

   自転車通学のきまりを守らない生徒については、自転車通学を禁止する場合がある。また、指導に従

わない場合も同様である。 

 

 ⑻ その他 

  〇 1 年生の自転車通学は、交通安全教室実施後とする。 

  〇 自転車通学の許可が出るまでは徒歩での通学とする。 

 

９ 部活動について 

 ⑴ 部活動の種類 

  【平日、休日ともに学校で活動している部活動】 

  サッカー 柔道 男女ソフトテニス 女子バスケットボール 女子バレーボール  

吹奏楽 茶道 美術 

  【社会体育として活動している部活動】 

  男女バドミントン 

  ※ 指導を外部の指導者の方が行っています。そのため、練習場所が中学校や小学校の場合があります。

また、練習時間も下記とは違ってきます。総体など中学校の大会には出場できます 

  【入部にあたり制約がある部活動】 

  ① 剣道 水泳 

中学校入学後に外部の競技団体で練習をし、学校では練習を行わない。 

    ※ 総体など中学校での大会に出場できます。 

  ② ハンドボール 

中学校入学後に外部の競技団体で練習（クラブチームでに所属）をし、学校では練習を行わない。 

※ 総体など中学校での大会に出場できます。 

 

 ⑵ 活動日及び時間 

  〇 部活動開始時間（６時間授業の場合）平日は２時間程度 

   普通授業 １６：１０～   短縮授業 １５：４０～ 

 

  〇 部活動完全下校時間 

４月 １８：３０ 

５，６，７月  １８：３０ 

９，１０月（市新人戦終了まで） １８：３０ 

１０月（市新人戦終了後）～１１月（県新人戦まで） １７：３０ 

１１月（県新人終了後）～１月 １７：００ 

２月 １７：３０ 

３月  １７：３０ 

  

〇 活動日 

   ・ 原則、水曜日と土日のどちらかが部活動休養日となる。土日のどちらが休養日になるかは、各部

の運営による。 

   ・ 大会等により土日が活動日になった場合、１か月分の計画の中で休養日を調整する。 

    ※ １か月の中で大会の回数は、所属しているスポーツのシーズンによって異なる。土日で休養日

を確保できない場合は平日に休養日を充てる場合もある。 

 

 



10 中学生の健康管理について 

 ⑴ 中学生の生活について 

  〇 始業は８時。希望者による朝トレ（駅伝部）は７時１５分から開始で３０分程度。 

  〇 部活動が始まるので、５，６，７月は学校の下校が１９時になります。 

   

 ⑵ 中学生になるまでに 

  ① 生活リズムを整えましょう。 

   〇 朝ご飯を必ず食べる習慣をつけましょう。 

     午前の活動時間が長く、朝食をきちんと食べていないと授業に集中できません。朝ご飯を食べる

生徒の方が、食べない生徒よりもテストの点数が高いという調査結果が出ています。 

 

   〇 家庭学習の習慣をつけましょう。 

     小学校に比べ、学習する内容が多くなります。学校での学習内容をしっかり定着させるためには、

家庭での学習が大切になってきます。一人で机に向かって勉強できる習慣をつけることが大切です。 

 

   〇 質の良い睡眠を心掛けましょう。 

     人によって、必要とする睡眠時間は違います。毎日、同じ時間にすっきりと起きられるように睡

眠時間を確保しましょう。 

    ※ 中学校入学に合わせて、スマホを持つ人も多いと思います。体調不良を訴える人の中には、夜

遅くまでスマホを使うことで睡眠不足となっていることが多くあります。また、ＳＮＳでのトラ

ブルが体調の変化に現れる人もいます。スマホの使い方について、保護者の方としっかりと話し

合い、各家庭でのルールを作ってください。 

 

  ② 体の気になるところは治しておきましょう。 

    〇 虫歯があったり、視力が落ちてきていたりしている人は、治しておきましょう。部活動が始まる

と通院時間を確保することが難しくなります。 

 

    〇 アレルギーなど既往症のある人は、事前に主治医の先生と話し合っておきましょう。話し合った

結果は必ず学校にも教えてください。生活の変化で、疲れがたまっていると過剰に反応することが

あります。 

 

   ③ 心配事は早めに相談してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

北中公式マスコットキャラクター 

『ポラリス』 

 

 

 



11 新居浜市の学校給食について（学校給食課からのお知らせ） 

【 学校給食は次のことを目標に行っています。 】 

 ⑴ 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

 ⑵ 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、

望ましい食習慣を養うこと。 

 ⑶ 学校生活を豊かにし、明るい社交性や協同の精神を養うこと。 

 ⑷ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する

精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

 ⑸ 食生活が食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる

態度を養うこと。 

 ⑹ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

 ⑺ 食料の生産、流通及び消費について正しく理解に導くこと。 

 ⑻ 給食の内容 

  〇 学校給食は、成長期の児童生徒に必要な栄養やカロリー、塩分摂取量などを考慮して、栄養教職員

が献立を作成します。 

  〇 日常生活における食事について正しい理解を深め、望ましい食習慣を育成します。 

  〇 学校給食は、主食・副食及び牛乳で構成しています。 

   ＊ 申込は選択制。弁当持参でも可です。 

  〇 小中学校基準献立をもとに給食を実施します。 

  〇 中学校では、学校給食センター（共同調理場）で給食を作って提供します。 

   ＊ 調理完了時間をできるだけ遅くし、給食開始までの時間の短縮に努めています。 

   ＊ 温かい食べ物と冷たい食べ物は、違うコンテナに入れて配送しています。 

 ⑼ アレルギー食への対応 

  〇 各調理場、学校給食センターでは、原則、アレルギーの原因となる食物を除去する方法で、また、

場合によっては代替食でアレルギー対応食を実施しています。 

  〇 毎年、小学校で意向調査し、主治医の診断書の提出を受けて実施していますので、確認してくださ

い。 

 ⑽ 経費の負担 

  〇 設置者（新居浜市）の負担 

    学校給食の実施に必要な施設、設備並びに学校給食の運営（人件費等）に要する経費 

  〇 保護者の負担 

    設置者の負担する経費以外の学校給食に要する経費（食材費＝学校給食費） 

    学校給食費 中学校：３３０円（牛乳 約６５円/本 を含む） 

＊ ただし、値上がり分３０円については、保護者負担増とならないように検討中とのことです。 

                          

※ 新居浜市では、同一世帯で市内小中学校に３人以上在籍し、所得等の条件に該当する世帯の第３子以降

の学校給食費を免除しております。入学後の申請となります。 

※ 所得条件…市民税所得割課税額が 77,100 円（世帯年収は概ね 360 万円）以下が対象 

  以上の点を踏まえ、給食費を納入することを確約し、給食の提供を受けてください。 

  学校給食費の未納者に対しては、「支払督促」「強制執行」等の法的措置をとります。 

 

12 北中学校での給食について 

⑴ 中学校の給食は選択予約方式で年間を通して申し込むこととなります。予約しない場合は、お弁  

当が必要となります。 

 ⑵ 給食における箸やスプーンなどは、学校給食センターで準備します。 

 ⑶ 給食当番の給食衣は、小学校の時に使っていた給食衣、または、中学校の物品販売で販売する給食衣



を使用していただくことになります。家庭科における調理実習でも使用します。給食衣のほか、三角巾、

マスクも使用しますのでご準備ください。 

 ⑷ 給食費については前払い方式となっており、入金が済んで申し込み完了となります。（４月分のみ途

中集金）原則として校納金口座振替で集金させていただきます。教材費等の校納金についても校納金口

座振替で集金させていただきます。 

   校納金口座振替ができない場合、原則４月の給食をとることができません。口座振替の手続き及び残

金の確認をお願いします。 

   ４月分と５月分は、４月１８日（予定）に校納金口座振替で集金、６月以降は校納金と一緒に校  

納金口座振替で集金させていただきます。 

 

13 給食の申込の仕方 

   中学校の給食は、給食をとるかどうかは、自由です。そのため、事前に給食を希望するか希望しない

かを、給食申込書（マークシート用紙）で調査をします。 

 【 給食を申し込む場合 】 

  〇 献立表を見て申し込みを決定してください。 

  〇 曜日の欄に※印がある日は、北中学校の給食のない日です。 

  〇 給食の申込は１年単位です。１日、１週間単位での申込はできません。 

  〇 給食を申し込む場合は、全食欄をマークしてください。 

  〇 機械で読み取りますので、鉛筆で濃く、丁寧にマークしてください。 

 【 給食を申し込まない場合 】 

  〇 給食申込書に何もマークしないで提出してください。 

 【 その他 】 

  〇 給食申込書は、小学校が指定する期日までに、小学校の学級担任へ提出してください。 

  〇 給食申込書は後日コンピュータで処理をして、給食を申し込んだ方には「給食申込確認票 兼 給

食費請求書」をお渡しします。申し込みに間違いがあれば、小学校の学級担任の先生に申し出てくだ

さい。 

  〇 給食費は前払い方式となっています。校納金口座振替で集金ができない場合、給食の申込が完

了しないため、給食を学校の方でストップします。この場合、給食を食べることができません。 

 

14 校納金について 

   会費は月額、教育支援会費（７５０円）、生徒会費（１００円）、文化体育振興会費（７００円） 

  です。５月から２月までの１０回分割で集金させていただきます。 

 ※ 口座引き落とし日までに、ご登録の預金口座に必要な金額（紙面にて、その都度ご連絡します。）を入

金してください。 

【 参考 】 令和７年度の校納金等の振替日（予定） 

４月 １８日（給食費のみ） １０月 １０日 

５月 １２日 １１月 １０日 

６月 １０日 １２月 １０日 

７月 １０日 １月 １３日 

８月 １２日 ２月 １０日 

９月 １０日 ３月 ６日（学年末のため） 

 

 

 

 



15 新入生の物品販売について 

 ⑴ 日  時  令和７年３月６日（木） １４：００～１５：００ 

 ⑵ 場  所  北中学校 ＣＳ室（南校舎１階） 

 ⑶ 販売物品 

  ・ 背負いカバン（２ウェイタイプ）・・・・・・・９，３００円 

  ・ ナップサック（グリーン地マーク入り）・・・・２，６４０円 

  ・ 美術デザインセット ・・・・・・・・・・・・３，２００円 

  ・ 指定ノートセット ・・・・・・・・・・・・・  ８９０円 

    

指定ノートセットの内訳 

    国語 １６０円   英語 １５０円  漢字帳１６０円   クロッキー帳 ４２０円 

 

  ・ スポーツバック（希望者のみ購入） ・・・・・４，３５０円 

        部活動等の補助バックとして使用します。（入学後も購買で購入できます。） 

 

※ 品物をスムーズにお渡しできるよう、事前に仕分けておくため、別紙「新入生物品購入表」を２

月中に小学校の学級担任の先生へご提出ください。 

※ 物品が入る袋をご持参ください。物品は代金と引き換えです。 

 

 参考までに…（希望される方は購入することができます。） 

〇 ヘルメット（黒・白）M・L・LL ４，３００円 

〇 雨具（レインコート・レインスーツ）SS・S・M・L・LL・３L ６，０００円 

（適応身長等のサイズ詳細につきましては、別紙パンフレットをご覧ください。） 

 

 ⑷ 給食衣について 

   給食の準備や配膳、家庭科の調理実習などで使用します。小学校のときに使用していた給食衣を利用

していただいてもかまいません。 

  〇 給食衣 150ｃｍ…１，９５０円  Ｓ・M…２，４５０円  Ｌ・ＬＬ…２，８５０円  

 〇 マスク…１１０円   〇 帽子…４４０円    〇 袋…５５０円 

 

 ⑸ 下記の物品はご都合の良い時間に、直接販売店にてご購入ください。 

 【フクヤスポーツ】 

  体操服（冬用 上）トレシャツ  ＳＳ～３Ｌ ６，５００円 

     （冬用 下）トレパン   ＳＳ～３Ｌ ６，０００円 

  上靴（学校指定 体育館シューズとしても使用）４，５００円 

 【イナイ OR スクールショップ プラザＡ】 

  体操服（夏用 上）Ｓ～３L ３，３８０円 （ハーフパンツ）Ｓ～LL ３，６３０円 

体操服（夏用 上）  ４L ４，０００円 （ハーフパンツ）  ３L ３，８７０円 

                                 ４L ４，４７０円 

  ※ 原材料費の高騰、物流コストの上昇により、昨年度より価格が上がっています。 

  ※ 辞書（国語辞典・漢和辞典・英和辞典）については、学校に常設しているものを授業で使用します。

必要であれば各自、書店で購入してください。 

  ※ 当日来られない方について 

    上記⑶⑷及びヘルメット・雨具の物品については、事前に学校までご連絡いただければ対応させて

いただきます。 

 



 

16 入学式について 

  

⑴ 月 日  令和７年４月９日（水） 

 ⑵ 受 付  ８：１５～８：３０ 

 ⑶ 登校後  クラス発表を見て自分のクラスを確かめてください。その後、３年生の案内で教室へ入り

ます。 

 ⑷ 入学式  ９：００より体育館で行います。 

 ⑸ 持参物  就学通知書（忘れないようにしてください） 

シューズ（上靴）、筆記用具、ナップサック（持って帰る書類等があります） 

本日配布の家庭連絡票 

 ⑹ その他  〇 入学式終了後、入学記念の学級写真を撮ります。 

        〇 学用品（本、ノート）の記名の仕方については入学後にお伝えします。 

        〇 通学靴、シューズ（上靴）、ナップサックについては、入学式までに所定の箇所に記名

をお願いします。 

        〇 入学式のご案内は、後日、小学校より配布していただきます。 

 

17 入学後の予定（変更がある場合もあります。） 

※ ホームページに翌月の行事予定を UP していますので、ご確認ください。 

 

 〇 ４月１０日（木） オリエンテーション１  

            背負いカバンで登校（教科書類を配布します）  

            （お弁当が必要です。） 自転車点検 

  

〇 ４月１１日（金） オリエンテーション２  給食開始（エプロンが必要） 

            生徒会入会式  部活動紹介  避難訓練 

              

〇 ４月１４日（月） オリエンテーション３ 教科によっては授業開始 

  

〇 ４月２０日（日） 午後から授業参観、北斗会（ＰＴＡ）総会 

 

〇 ４月２１日（月） 繰替休業日 

〇 ４月２２日（火）～４月２５日（金） 午後から家庭訪問期間 

  

 ※ 以後の予定については、入学後配布される「月行事・週行事予定表」でご確認ください。 

 ※ 月行事は北中学校ＨＰでもご覧になれます。 
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